
広報にしはら　No.517  H27.3.1 広報にしはら　No.517  H27.3.1 23

【お問い合わせ】総務部町民生活課　住民係　☎945-5012

【申込み・お問い合わせ】教育部生涯学習課　文化財係　☎944-4998

【お問い合わせ】　教育部生涯学習課　生涯学習振興係　☎945-5036

住民票の
異動（変更）届について

住民票の
異動（変更）届について
3月、4月は転勤および就職、入学等により、
住所を移す方が多くなります。住民票の異動の

届出を忘れずに行いましょう!

《異動届は14日以内に》

※ 一時的な就学（大学等）・就労の場合であっても、1年以上親元を離れて別の場所に住む場合は住民票の異動届が必要です。
※ 世帯が異なる人（例:県外に住む両親等）が転入届出後、住民票を請求する場合も、本人からの委任状が必要となります。
※ ご不明な点がございましたら、総務部町民生活課までお問い合わせください。

「印鑑証明書の発行について」
　印鑑証明書の交付申請には、登録者本人であっても必ず「印鑑登録証」が必要です。
　委任状や登録印を持参していても「印鑑登録証」がない場合には発行できませんので、ご注意ください。

転入届
（町内へ引越しを
したとき）

○○市　→　西原町へ
◎転出証明書（前住所地で発行された証明書）
◎届出人の本人確認ができるもの（運転免許証・健康保険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状　◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

西原町　→　○○市へ
◎届出人の本人確認ができるもの（運転免許証・健康保険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

西原町字兼久○○番地
↓

西原町字幸地○○番地

◎届出人の本人確認ができるもの（運転免許証・健康保険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎世帯の一部の方が転居する場合は、本人からの委任状 ◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

転出届
（町外へ引越しを
するとき）

転居届
（町内で引越しを
したとき）

例 届出の際に必要なもの

　正当な理由がないのに届出をしなかった（遅れた）場合は、簡易裁判所へ
通知を行い、5万円以下の過料を課せられる対象になることがありま
す。届出は期間内に行ってください。
　転入届・転居届・世帯変更届は、それぞれ異動した日（新しい住所に住み始
めた日）から14日以内に新しい住所の市町村（西原町では総務部町民生活
課）に届け出なければなりません。転出届は、転出する日までに届出をしてく
ださい。異動届を別世帯の方が届け出る場合は、本人からの委任状が必要です。
　届出の際には、届出人の本人確認を行います。顔写真付き住民基本台帳
カード・運転免許証・旅券（パスポート）・在留カード（外国人登録証）・健康保
険証等をお持ちください。

【お問い合わせ】総務部町民生活課　住民係 ☎945-5012／沖縄県旅券センター ☎866-2775

　西原町では、町民に身近な町役場で申請ができるように、沖縄県から移譲を受けて旅券
事務（パスポート申請・交付）を開始することになりました。
※ 原則として県の窓口では手続きができなくなります。ご注意ください。
【申請に必要なもの】
（１） 一般旅券発給申請書（5年、10年）
　　20歳未満は5年旅券のみ。20歳以上は5年旅券または10年旅券のいずれか選べます。
（２）戸籍（謄）抄本
　　申請者本人のもの（発行日から6か月以内のもの）。未成年者、または家族で申請する場合は戸籍謄本をお
　持ちください。
（３）証明写真
　　申請者本人のみ撮影されたもので6か月以内のもの。縦4.5㎝×横3.5cm、縁なしで正面、上半身（肩より
　上）、無帽、無背景のもの。
※ 写真は規定が厳しくなっています。規格に合わない場合には、撮り直しをお願いすることがあります。
（４）本人確認書類の原本
　　運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード等。代理で申請する場合は、申請者本人と代理人の本人確認書
　類も必要です。
（５）前回取得したパスポート
　　有効期限内にパスポートを切り替える場合（残存期間が１年未満）は、パスポートの提出がないと申請でき
　ません。
（６）その他必要な書類
　　必要に応じて申請者本人に直接、窓口で事情説明書等の記入や書類提出をお願いする場合があります。

平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します
　西原町では、町民に身近な町役場で申請ができるように、沖縄県から移譲を受けて旅券　西原町では、町民に身近な町役場で申請ができるように、沖縄県から移譲を受けて旅券

平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します平成27年4月1日からパスポート申請窓口を開設します

　　20歳未満は5年旅券のみ。20歳以上は5年旅券または10年旅券のいずれか選べます。　　20歳未満は5年旅券のみ。20歳以上は5年旅券または10年旅券のいずれか選べます。　　20歳未満は5年旅券のみ。20歳以上は5年旅券または10年旅券のいずれか選べます。　　20歳未満は5年旅券のみ。20歳以上は5年旅券または10年旅券のいずれか選べます。

パスポートイメージキャラ

「パスポくん」

パスポートイメージキャラ

「パスポくん」

【日　時】 4月2日（木）8:00～3日（金）17:00　2日間
【場　所】 西原町民体育館（駐車場）集合
　　　　　～名護市～国頭村～今帰仁村～伊是名島（1泊）
　　　　　～西原町民体育館（駐車場）解散
【募集期間】 3月2日（月）～3月20日（金）
【応募資格】 町内に在住または在学、在勤者
【募集人員】 40名
【参 加 費 】 12,000円
　　　　 ※ 参加費に含まれるもの … 船賃、宿泊費、食費（※申込み後の返金はできません）
【主　　催】 西原町教育委員会

　平成27年度は、尚円王生誕600年にあたります。その記
念事業の一環として、伊是名島から首里へ上るまでの尚円
王の足取りをたどります。また、伊是名島で行われる尚家
の公事清明祭を見学することで、その歴史と文化を学ぶ内
容となっています。
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２回公演　13：00～
　　　　　16：00～

大人 2,000円/小人 1,000円
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２回公演　13：00～

3/222015 3/222015

13：00～
（日）（日）

尚円王山原巡り尚円王山原巡り尚円王山原巡り
≪参加者募集≫≪参加者募集≫

会場：さわふじ未来ホール
　　　　（西原町役場内）

※ 電話受付後、入金手続きをしていただきます。


